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600V 以下の小規模発電設備（出力

10kW 以上 50kW 未満の太陽電池発電設備および 20kW 未満の風力発

電設備を除く）も 

 

気業用電気工作物・小規模事業用電気工作物がある。 

 
挿入 

挿入 

⑷ 小規模事業用電気工作物 小規模な太陽電池発電設備（出力 10kW

以上 50kW 未満）と風力発電設備（出力 20kW 未満）をいう。 

また，小規

模発電設備以外の 
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一 般 用 

電気工作物 

一般住宅や商店などの小規模な電気設備 

 ①低圧受電設備（600 V 以下） 

②次のような小規模発電設備➌ 

・太陽電池発電設備……………………………出力 10kW 未満 

・水力発電設備➍ ………………………………出力 20kW 未満 

・内燃力・燃料電池発電設備…………………出力 10kW 未満 

事 業 用 

電気工作物 

自 家 用 

電気工作物 

工場・ビルなどの高圧需要家の電気設備 

 ①高圧・特別高圧受電設備（600 V を超える） 

 ②小規模発電設備以外の発電設備 

 ③構外にわたる電線路を有するもの 

 ④火薬類を製造する事業場に設置するもの 

 ⑤炭坑の事業場に設置するもの 

電気事業用 

電気工作物 

電気事業者など電気の供給事業を行う電気設備 

 ①発電・蓄電・変電・送電・配電のために設置する機械・器具 

 ②ダム・水路・貯水池・電線路などの電気工作物 

小規模事業用 

電気工作物 

次のような小規模発電設備➎ 

 ①太陽電池発電設備……10 kW 以上 50 kW 未満 

 ②風力発電設備…………20 kW 未満 
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➎ 一般用電気工作物とは，600V 以下で受電する小規模の電気設備および，

600V以下の小規模発電設備（出力が 10kW 以上 50kW 未満の太陽電池発電設備

および 20kW 未満の風力発電設備を除く）をいう。 
挿入 

小規模事業用電気工作物 

……………………………233 挿入 
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➋一般用電気工作物およ

び小規模事業用電気工作

物のこと。電気工事士法 

第2条。        
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もって一般用電気工作物等 
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